
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性基板上にシリコンを含む半導体膜を成膜し、
　前記半導体膜の表面にケミカル酸化膜を成膜し、
　前記半導体膜に対して不純物イオンをイオンドーピング法を用いてドーピングすること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　絶縁性基板上にシリコンを含む半導体膜を成膜し、
　前記半導体膜をオゾン含有水で処理することによって前記半導体膜の表面に酸化膜を成
膜し、
　前記半導体膜に対して不純物イオンをイオンドーピング法を用いてドーピングすること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項３】
　絶縁性基板上にシリコンを含む半導体膜を成膜し、
　前記半導体膜を過酸化水素水で処理することによって前記半導体膜の表面に酸化膜を成
膜し、
　前記半導体膜に対して不純物イオンをイオンドーピング法を用いてドーピングすること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　絶縁性基板上にシリコンを含む半導体膜を成膜し、
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　前記半導体膜に酸素を含む雰囲気中で紫外線を照射することによって前記半導体膜の表
面に酸化膜を成膜し、
　前記半導体膜に対して不純物イオンをイオンドーピング法を用いてドーピングすること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記シリコンを含む半導体膜として、非晶質半導体膜を成膜することを特徴とする半導
体装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記シリコンを含む半導体膜として、非晶質半導体膜を成膜し、前記非晶質半導体膜を
熱処理して多結晶半導体膜を成膜することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記シリコンを含む半導体膜として、非晶質半導体膜を成膜し、前記非晶質半導体膜に
結晶化の助長作用を有する触媒元素を添加し、前記非晶質半導体膜を熱処理して結晶質半
導体膜を成膜することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記触媒元素として、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ
、Ａｕから選択された少なくとも一つの元素を添加することを特徴とする半導体装置の作
製方法。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一項において、
　前記不純物イオンとして、イオン源に水素を含む材料を使用することを特徴とする半導
体装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一項において、
　前記不純物イオンをイオンドーピング法を用いてドーピングすることによりチャネルド
ープを行うことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１１】
　絶縁性基板上にシリコンを含む非晶質半導体膜を成膜し、
　前記非晶質半導体膜の表面にケミカル酸化膜を成膜し、
　前記非晶質半導体膜に対して不純物イオンをイオンドーピング法を用いてドーピングし
、
　前記非晶質半導体膜を熱処理して多結晶半導体膜を形成し、
　前記多結晶半導体膜をパターニングすることによってＴＦＴのチャネル領域、ソース領
域及びドレイン領域となる半導体層を形成し、
　前記半導体層上にゲート絶縁膜を介してゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極をマスクとして、前記半導体層に不純物イオンをイオンドーピング法を
用いてドーピングすることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１２】
　絶縁性基板上にシリコンを含む非晶質半導体膜を成膜し、
　前記非晶質半導体膜を熱処理して多結晶半導体膜を形成し、
　前記多結晶半導体膜の表面にケミカル酸化膜を成膜し、
　前記多結晶半導体膜に対して不純物イオンをイオンドーピング法を用いてドーピングし
、
　前記多結晶半導体膜をパターニングすることによってＴＦＴのチャネル領域、ソース領
域及びドレイン領域となる半導体層を形成し、
　前記半導体層上にゲート絶縁膜を介してゲート電極を形成し、
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　前記ゲート電極をマスクとして、前記半導体層に不純物イオンをイオンドーピング法を
用いてドーピングすることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１３】
　絶縁性基板上にシリコンを含む非晶質半導体膜を成膜し、
　前記非晶質半導体膜の表面にケミカル酸化膜を成膜し、
　前記非晶質半導体膜に対して不純物イオンをイオンドーピング法を用いてドーピングし
、
　前記非晶質半導体膜に結晶化の助長作用を有する触媒元素を添加し、熱処理により結晶
質半導体膜 形成し、
　前記 半導体膜をパターニングすることによってＴＦＴのチャネル領域、ソース領
域及びドレイン領域となる半導体層を形成し、
　前記半導体層上にゲート絶縁膜を介してゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極をマスクとして、前記半導体層に不純物イオンをイオンドーピング法を
用いてドーピングすることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１４】
　絶縁性基板上にシリコンを含む非晶質半導体膜を成膜し、
　前記非晶質半導体膜に結晶化の助長作用を有する触媒元素を添加し、熱処理により結晶
質半導体膜 形成し、
　前記結晶質半導体膜の表面にケミカル酸化膜を成膜し、
　前記結晶質半導体膜に対して不純物イオンをイオンドーピング法を用いてドーピングし
、
　前記 半導体膜をパターニングすることによってＴＦＴのチャネル領域、ソース領
域及びドレイン領域となる半導体層を形成し、
　前記半導体層上にゲート絶縁膜を介してゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極をマスクとして、前記半導体層に不純物イオンをイオンドーピング法を
用いてドーピングすることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１５】
　請求項１３または請求項１４において、
　前記触媒元素として、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｏｓ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ｃｕ
、Ａｕから選択された少なくとも一つの元素を添加することを特徴とする半導体装置の作
製方法。
【請求項１６】
　請求項１１乃至請求項１５のいずれか一項において、
　前記ケミカル酸化膜は、前記半導体膜をオゾン含有水で処理することによって成膜され
ることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１７】
　請求項１１乃至請求項１５のいずれか一項において、
　前記ケミカル酸化膜は、前記半導体膜を過酸化水素水で処理することによって成膜され
ることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１８】
　請求項１１乃至請求項１５のいずれか一項において、
　前記ケミカル酸化膜は、前記半導体膜に酸素を含む雰囲気中で紫外線を照射することに
よって成膜されることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、イオンドーピング法を利用した半導体装置の作製方法に関し、特にイオンドー
ピング工程の前処理の保護膜成膜方法に関する。尚、本明細書に於いて半導体装置とは、
薄膜トランジスタ（ Thin-Film-Transistor：以下、ＴＦＴと略記）で回路構成される半導
体装置全般を指し、例えばアクティブマトリクス形の液晶表示装置又は有機ＥＬ（ Electr
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o-luminescenceの略）表示装置等の半導体表示装置をその範疇に含むものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、アクティブマトリクス型液晶表示装置の需要が急速に高まり、ガラス基板又は石英
基板上に形成した半導体膜でＴＦＴを作製する技術開発が盛んに行われている。ガラス基
板等の絶縁性基板上に百数十万個もの単位で作製されるＴＦＴは、構成する電気回路の機
能に応じて、所定の電気特性を示すものでなければならない。ＴＦＴの電気特性の１つに
、Ｖｔｈというパラメータがある。
【０００３】
Ｖｔｈとは、ＴＦＴのドレイン電流が流れ始める時のゲート電圧で、チャネル領域に反転
層が形成される電圧として定義される。従って、Ｖｔｈが高い程、ＴＦＴの動作電圧が高
いということができる。
【０００４】
ところで、Ｖｔｈには、様々な外的要因によって変化し易いという問題がある。例えば、
活性層中の汚染不純物、ゲート絶縁膜の固定電荷や可動電荷、活性層／ゲート絶縁膜界面
の界面準位、ゲート電極と活性層との仕事関数差等が挙げられる。この場合、活性層中の
汚染不純物やゲート絶縁膜中の可動電荷等はプロセスの清浄化により低減できるが、固定
電荷や界面準位及び仕事関数差は素子の材質で決定されてしまう為、容易に変更できない
。
【０００５】
上記の外的要因により、ＴＦＴのＶｔｈはプラス側／或いはマイナス側にシフトして、変
化することになる。ＴＦＴの作製工程に於いては、変化し易いＶｔｈの制御が重要な技術
となっており、Ｖｔｈの制御技術としてチャネルドープ技術が知られている。チャネルド
ープとは、ゲート絶縁膜下の活性層中に所定濃度の不純物を添加して、意図的にＴＦＴの
Ｖｔｈをシフトさせ、所望のＶｔｈを制御する技術である。例えば、Ｖｔｈがマイナス側
にシフトしている場合には、ドーパントにｐ型の不純物元素を用い、プラス側にシフトし
ている場合には、ドーパントにｎ型の不純物元素を用いて、Ｖｔｈの制御が行われている
。
【０００６】
この様なチャネルドープには、ｎ型又はｐ型の不純物元素をドーピングするイオンドーピ
ング法が利用されている。イオンドーピング法とは、質量分離せずに不純物元素を打ち込
む方法で、質量分離手段を持たない為、大面積化が容易で、アクティブマトリクス型液晶
表示装置の作製に一般に適用されている。尚、イオンドーピング法には、ｐ型不純物とし
てＢ（ボロン），Ｇａ（ガリウム），Ｉｎ（インジウム）が使用され、ｎ型不純物として
Ｐ（リン），Ａｓ（砒素），Ｓｂ（アンチモン）等が使用されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ＴＦＴの活性層であるシリコン系半導体膜に直にチャネルドープ等のドーピング処理を行
う場合、シリコン系半導体膜がエッチングされる問題が有る。従来、当該問題の対策とし
て、ドーピング工程の前処理にＣＶＤ法によりシリコン酸化膜やシリコン酸窒化膜等の保
護膜を堆積して、その上から不純物イオンをドーピング処理していたが、以下の難点が有
り、好ましくない。
【０００８】
先ず、単なる前処理にＣＶＤ法を適用することにより、前処理に掛かる時間が長くなり、
不純物イオンのドーピング工程全体の処理時間も長くなる。この為、不純物イオンのドー
ピング工程全体にとって、単位時間当たりの基板の処理枚数が少なくなり、スループット
的に好ましくない。また、プラズマＣＶＤ装置や減圧ＣＶＤ装置等のＣＶＤ装置を前処理
に適用する為、前処理に掛かる原価が高くなり、全体の生産原価が高くなる点でも好まし
くない。従って、シリコン系半導体膜のエッチング防止策として、簡便で原価的に安いエ
ッチング防止策が求められている。
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【０００９】
本発明は、上記従来技術の問題点を解決することを課題とする。より特定すれば、シリコ
ン系半導体膜へのドーピング工程に於いて、シリコン系半導体膜のエッチング防止策とし
て、簡便で原価的に安い前処理工程を提供することを課題とする。別言すると、当該前処
理工程によるシリコン系半導体膜のエッチング防止策を施した半導体装置の作製方法を提
供することを課題とする。
【００１０】
【課題を解決する為の手段】
〔チャネルドープ前処理の実験〕
ＴＦＴの活性層は、非晶質シリコン膜又は多結晶シリコン膜、更には触媒元素を利用して
成膜した結晶質シリコン膜等のシリコン系半導体膜からできている為、オゾン含有水処理
等の簡便な処理工程により、極薄のシリコン酸化膜であるケミカル酸化膜を成膜すること
が可能である。当該ケミカル酸化膜がシリコン系半導体膜へのイオンドーピング工程の保
護膜として機能できれば、上記従来技術が抱える問題点を解決できる為、表１の実験条件
に基づき以下の実験を行った。尚、本明細書でケミカル酸化膜とは、オゾン含有水や過酸
化水素水等の酸化作用を有する化学薬液を使用して成膜される酸化膜のことである。当該
ケミカル酸化膜の膜厚は、一般に５ｎｍ以下である。
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１１】
先ず、基板Ｎｏ１～４の４枚のガラス基板上にプラズマＣＶＤ法により膜厚５３ｎｍの非
晶質シリコン膜を３００℃の堆積温度で堆積した。当該非晶質シリコン膜には、自然酸化
膜が付いている為、希フッ酸で自然酸化膜を除去した。次に、基板Ｎｏ２と基板Ｎｏ４の
２枚の基板について、非晶質シリコン膜の全面をオゾン含有水で酸化することにより、５
ｎｍ以下のケミカル酸化膜（極薄のシリコン酸化膜）を成膜した。その後、イオンドーピ
ング装置を用いて、基板Ｎｏ１～４の４枚の基板について、１×１０ 1 3～１×１０ 1 4 atom
s／ cm2の範囲でＢ元素のドーズ量を振ってドーピング処理を行った。尚、Ｂ元素の原料ガ
スにはジボラン（ B2 H6）ガスを水素で希釈したものを用い、希釈率は０．１％と１．０％
の場合について実験した。イオンドーピング後に、非晶質シリコン膜の残膜厚を測定して
、ドーピング処理時のエッチング状態を調査した。
【００１２】
本実験の結果を図１に示す。図１から判る様に、オゾン含有水処理により非晶質シリコン
膜の表面にケミカル酸化膜を成膜しなかった場合には、非晶質シリコン膜がドーピング処
理時にエッチングされること、一方、非晶質シリコン膜の表面にケミカル酸化膜を成膜し
た場合には、非晶質シリコン膜は殆どエッチングされないことが認められた。また、希釈
率０．１％のジボランガスの場合、希釈率１．０％のジボランガスに比較して、非晶質シ
リコン膜のエッチングがより進行していること、即ち水素イオン比率の大きい方が、非晶
質シリコン膜のエッチングが激しいことが認められた。従って、非晶質シリコン膜のエッ
チングは、水素イオンとの反応が関与しているものと考えられる（図１参照）。
【００１３】
本実験の結果は、オゾン含有水による５ｎｍ以下のケミカル酸化膜が、ドーピング処理時
の水素イオンによる非晶質シリコン膜のエッチングを防止できることを示している。この
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ケミカル酸化膜の成膜は、オゾン含有水による処理に限らず、過酸化水素水による処理で
も可能であり、またケミカル酸化膜ではないけれど、酸素を含む雰囲気中で紫外線（ＵＶ
）を照射することによっても極薄のシリコン酸化膜を成膜することができる。何れの方法
で成膜しても、水素イオンによる非晶質シリコン膜のエッチングを防止できると考えられ
る。
【００１４】
本実験に於いては、５ｎｍ以下のケミカル酸化膜について検討したが、イオンドーピング
装置での水素イオン比率が低い場合は、非晶質シリコン膜表面のダングリングボンドを酸
素で終端させることでも、ある程度エッチングを防止できると考えられる。酸素で終端し
た場合、ダングリングボンドはＳｉ－Ｏ結合になっており、Ｓｉ－Ｏ結合（１９３．５ kc
al／ mol）の結合エネルギーがＳｉ－Ｈ結合（≦７１．５ kcal／ mol）に比べて大きい為、
水素イオンがＳｉ－Ｏ結合に接近しても、水素イオンとの反応が抑制される為である。従
って、非晶質シリコン膜表面に存在するダングリングボンドをＳｉ－Ｈ結合より結合エネ
ルギーの大きい元素で終端することで、非晶質シリコン膜のエッチングを防止できること
が示唆される。
【００１５】
尚、Ｓｉ－Ｈ結合及びＳｉ－Ｏ結合の結合エネルギーは、応用物理データブック（応用物
理学会編）の５６１頁に記載されている２原子分子の結合強度（表１０．３５）のデータ
ーより抜粋したものである。
【００１６】
以上の実験により、水素イオンが発生する原料ガスを使用してドーピングする場合に有効
な、以下の発明が導かれる。尚、水素イオンが発生する原料ガスとしては、ジボラン（ B2
H6）、ホスフィン（Ｐ H3）及びアルシン（Ａｓ H3）又はこれら材料を水素で希釈したもの
が挙げられる。また、質量分離手段を有するイオン注入装置でイオン注入する場合は、基
本的に質量分離により水素イオンを無くすことができる為、シリコン膜のエッチングは生
じないと考えられる。
【００１７】
（発明１）シリコン系半導体膜へのイオンドーピング工程に於いて、ＣＶＤ法による保護
膜の成膜に代わって、前処理にシリコン系半導体膜の表面でのケミカル酸化膜の成膜工程
を導入する。
（発明２）シリコン系半導体膜へのイオンドーピング工程に於いて、ＣＶＤ法による保護
膜の成膜に代わって、前処理にシリコン系半導体膜の表面のダングリングボンドをＳｉ－
Ｈ結合（≦７１．５ kcal／ mol）より結合エネルギーの大きい元素で終端する工程（以下
、ダングリングボンド終端工程と略記）を導入する。
【００１８】
〔半導体装置の作製方法〕
上記従来技術の問題点を解決する為、半導体装置の作製方法の視点で本発明の構成を記載
する。
【００１９】
本発明の構成は、絶縁性基板上にシリコン系半導体膜を成膜する第１の工程と、前記シリ
コン系半導体膜に対して不純物イオンをドーピングする第２の工程とを備えた半導体装置
の作製方法に於いて、前記第２の工程は、前処理として、前記シリコン系半導体膜の表面
にケミカル酸化膜を成膜すること、又は前記シリコン系半導体膜の表面のダングリングボ
ンドを酸素で終端すること、又は前記シリコン系半導体膜の表面のダングリングボンドを
Ｓｉ－Ｈ結合より結合エネルギーの大きい元素で終端することを特徴としている。
【００２０】
本発明の他の構成は、絶縁性基板上にシリコンを含む非晶質半導体膜を堆積する第１の工
程と、前記シリコンを含む非晶質半導体膜に対してチャネルドープを行う第２の工程と、
前記シリコンを含む非晶質半導体膜を熱処理し、シリコンを含む多結晶半導体膜を成膜す
る第３の工程と、前記シリコンを含む多結晶半導体膜をパターン形成して、ＴＦＴの活性
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層となる半導体層を形成する第４の工程と、前記半導体層上にゲート絶縁膜を堆積する第
５の工程と、前記半導体層上に前記ゲート絶縁膜を挟んでゲート電極を形成する第６の工
程と、前記ゲート電極をマスクに、前記半導体層に不純物イオンをドーピングする第７の
工程とを備えた半導体装置の作製方法に於いて、前記第２の工程は、前処理として、前記
シリコンを含む非晶質半導体膜の表面にケミカル酸化膜を成膜すること、又は前記シリコ
ンを含む非晶質半導体膜の表面のダングリングボンドを酸素で終端すること、又は前記シ
リコンを含む非晶質半導体膜の表面のダングリングボンドをＳｉ－Ｈ結合より結合エネル
ギーの大きい元素で終端することを特徴としている。
【００２１】
本発明の他の構成は、絶縁性基板上にシリコンを含む非晶質半導体膜を堆積し、熱処理に
よりシリコンを含む多結晶半導体膜を成膜する第１の工程と、前記シリコンを含む多結晶
半導体膜に対してチャネルドープを行う第２の工程と、前記シリコンを含む多結晶半導体
膜をパターン形成して、ＴＦＴの活性層となる半導体層を形成する第３の工程と、前記半
導体層上にゲート絶縁膜を堆積する第４の工程と、前記半導体層上に前記ゲート絶縁膜を
挟んでゲート電極を形成する第５の工程と、前記ゲート電極をマスクに前記半導体層に不
純物イオンをドーピングする第６の工程とを備えた半導体装置の作製方法に於いて、前記
第２の工程は、前処理として、前記シリコンを含む多結晶半導体膜の表面にケミカル酸化
膜を成膜すること、又は前記シリコンを含む多結晶半導体膜の表面のダングリングボンド
を酸素で終端すること、又は前記シリコンを含む多結晶半導体膜の表面のダングリングボ
ンドをＳｉ－Ｈ結合より結合エネルギーの大きい元素で終端することを特徴としている。
【００２２】
本発明の他の構成は、絶縁性基板上にシリコンを含む非晶質半導体膜を堆積し、前記非晶
質半導体膜に結晶化の助長作用を有する触媒元素を添加し、熱処理によりシリコンを含む
結晶質半導体膜を成膜する第１の工程と、前記シリコンを含む結晶質半導体膜に対してチ
ャネルドープを行う第２の工程と、前記シリコンを含む結晶質半導体膜をパターン形成し
て、ＴＦＴの活性層となる半導体層を形成する第３の工程と、前記半導体層上にゲート絶
縁膜を堆積する第４の工程と、前記半導体層上に前記ゲート絶縁膜を挟んでゲート電極を
形成する第５の工程と、前記ゲート電極をマスクに前記半導体層に不純物イオンをドーピ
ングする第６の工程とを備えた半導体装置の作製方法に於いて、前記第２の工程は、前処
理として、前記シリコンを含む結晶質半導体膜の表面にケミカル酸化膜を成膜すること、
又は前記シリコンを含む結晶質半導体膜の表面のダングリングボンドを酸素で終端するこ
と、又は前記シリコンを含む結晶質半導体膜の表面のダングリングボンドをＳｉ－Ｈ結合
より結合エネルギーの大きい元素で終端することを特徴としている。
【００２３】
本発明の他の構成は、絶縁性基板上にシリコンを含む非晶質半導体膜を堆積する第１の工
程と、前記シリコンを含む非晶質半導体膜に対してチャネルドープを行う第２の工程と、
前記シリコンを含む非晶質半導体膜に結晶化の助長作用を有する触媒元素を添加し、熱処
理によりシリコンを含む結晶質半導体膜を成膜する第３の工程と、前記シリコンを含む結
晶質半導体膜をパターン形成して、ＴＦＴの活性層となる半導体層を形成する第４の工程
と、前記半導体層上にゲート絶縁膜を堆積する第５の工程と、前記半導体層上に前記ゲー
ト絶縁膜を挟んでゲート電極を形成する第６の工程と、前記ゲート電極をマスクに前記半
導体層に不純物イオンをドーピングする第７の工程とを備えた半導体装置の作製方法に於
いて、前記第２の工程は、前処理として、前記シリコンを含む非晶質半導体膜の表面にケ
ミカル酸化膜を成膜すること、又は前記シリコンを含む非晶質半導体膜の表面のダングリ
ングボンドを酸素で終端すること、又は前記シリコンを含む非晶質半導体膜の表面のダン
グリングボンドをＳｉ－Ｈ結合より結合エネルギーの大きい元素で終端することを特徴と
している。
【００２４】
上記発明の構成に於いて、前記シリコン系半導体膜としては、シリコンを含む半導体膜で
あれば何でも良く、例えばシリコンを含む非晶質半導体膜でも良いし、シリコンを含む非
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晶質半導体膜を熱処理して得られるシリコンを含む多結晶半導体膜でも良いし、シリコン
を含む非晶質半導体膜に結晶化の助長作用を有する触媒元素を添加した後に熱処理して得
られるシリコンを含む結晶質半導体膜でも良い。尚、本明細書に於いては、シリコンを含
む非晶質半導体膜、シリコンを含む多結晶半導体膜、及びシリコンを含む結晶質半導体膜
なる技術用語を区別して用いている為、技術用語の定義について明確にする。シリコンを
含む非晶質半導体膜とは、結晶化により半導体特性を有するシリコンを含む非晶質膜のこ
とで、非晶質シリコン膜も当然に含まれるが、シリコンを含む非晶質半導体膜は全て含ま
れる。例えば、Ｓｉ xＧｅ 1 - x（０＜Ｘ＜１）の形式で記載されるシリコンとゲルマニウム
の化合物から成る非晶質膜も含まれる。また、シリコンを含む結晶質半導体膜とは、結晶
化の助長作用を有する触媒元素を利用して得られる結晶質半導体膜のことで、通常の多結
晶半導体膜と比較し、結晶粒が概略同一方向に配向しており、高い電界効果移動度を有す
る等の特徴がある為、敢えて多結晶半導体膜と区別して、結晶質半導体膜と記載している
。
【００２５】
此処で、結晶化の助長作用を有する触媒元素について記載する。触媒元素とは、結晶化を
助長する為に、シリコンを含む非晶質半導体膜に添加されるもので、Ｎｉ（ニッケル）等
の金属元素が適用されている。Ｎｉ元素以外の触媒元素としては、Ｆｅ（鉄），Ｃｏ（コ
バルト），Ｒｕ（ルテニウム），Ｒｈ（ロジウム），Ｐｄ（パラジウム），Ｏｓ（オスミ
ウム），Ｉｒ（イリジウム），Ｐｔ（白金），Ｃｕ（銅），Ａｕ（金）等の金属元素が代
表的である。当該触媒元素は、通常では選択された１つの元素が適用されるが、２以上の
元素を組み合わせて適用しても構わない。尚、本発明者らの実験では、Ｎｉ元素が最も好
適な触媒元素であることが判明している。
【００２６】
また、上記発明の構成に於いて、前記不純物イオンとしては、Ｐ（リン）元素とＡｓ（ヒ
素）元素で代表されるｎ型不純物と、Ｂ（ボロン）元素で代表されるｐ型不純物が挙げら
れる。Ｐ元素の場合はホスフィン（Ｐ H3）を水素で希釈したイオン源が使用され、Ａｓ元
素の場合はアルシン（Ａｓ H3）を水素で希釈したイオン源が使用され、Ｂ元素の場合はジ
ボラン（ B2 H6）を水素で希釈したイオン源が使用されており、何れも水素で希釈している
為、ドーピング時に水素イオンが生成される。これらの不純物イオンをシリコン系半導体
膜へドーピングする際、当該水素イオンがシリコン系半導体膜のエッチャントとして作用
することが考えられている。
【００２７】
また、上記発明の構成に於いて、前記シリコン系半導体膜の表面に成膜される前記ケミカ
ル酸化膜としては、オゾン含有水で処理することにより得られる膜厚５ｎｍ以下のシリコ
ン酸化膜が代表であるが、過酸化水素水による処理で成膜しても良い。また、厳密なケミ
カル酸化膜ではないけれど、酸素を含む雰囲気中で紫外線（ＵＶ）を照射することによっ
ても、ケミカル酸化膜と同様の作用を有する極薄のシリコン酸化膜を成膜することができ
る。また、前記ケミカル酸化膜の代わりに、前記シリコン系半導体膜の表面のダングリン
グボンドを酸素で終端することも考えられ、更にはＳｉ－Ｈ結合より結合エネルギーの大
きい元素で終端することも考えられる。
【００２８】
以上の様に構成された発明によれば、シリコン系半導体膜に不純物イオンをドーピングす
る際、シリコン系半導体膜の保護膜に簡便な方法で成膜されるケミカル酸化膜を適用でき
る為、イオンドーピング工程全体のスループットの向上に有効である。また、イオンドー
ピング工程の前処理に高価格のプラズマＣＶＤ装置や減圧ＣＶＤ装置が不要となる為、生
産コストの低減に有効である。尚、ケミカル酸化膜の代わりに、シリコン系半導体膜の表
面のダングリングボンドをＳｉ－Ｈ結合より結合エネルギーの大きい元素、例えば酸素で
終端する場合に於いても、当該終端工程がＣＶＤ工程に比較し簡便である為、ケミカル酸
化膜と同様の効果を有するものと考える。
【００２９】
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【発明の実施の形態】
〔実施形態１〕
本実施形態では、結晶構造を有するシリコン系半導体膜に対してチャネルドープするＴＦ
Ｔ作製方法の例として、触媒元素を利用して結晶化される結晶質シリコン膜に対してチャ
ネルドープするＴＦＴ作製方法を図２～３に基づき具体的に記載する。尚、チャネルドー
プは、ｎチャネル型ＴＦＴに対してのみ行うものとする。
【００３０】
先ず、ガラス基板１０１上に膜厚１００ｎｍのシリコン酸窒化膜から成る下地膜１０２を
プラズマＣＶＤ法により堆積し、続けて膜厚１５～７０ｎｍ、より好ましくは膜厚３０～
６０ｎｍの非晶質シリコン膜１０３を堆積する。本実施形態では、膜厚５０ｎｍの非晶質
シリコン膜１０３をプラズマＣＶＤ法により堆積した。堆積の際、非晶質シリコン膜１０
３の表面には、空気中の酸素の影響により、自然酸化膜（図示せず）が付いている為、希
フッ酸処理により洗浄する。その後、所定時間のオゾン含有水処理により、非晶質シリコ
ン膜１０３の表面に極薄のシリコン酸化膜から成るケミカル酸化膜１０４を成膜する。こ
のケミカル酸化膜１０４は、後にスピン塗布法により添加される触媒元素を含んだ溶液（
以下、触媒元素溶液と略記）であるＮｉ水溶液の濡れ性改善を図る為に行われる。尚、本
実施形態では、非晶質シリコン膜１０３を堆積したが、非晶質シリコン膜１０３以外にも
、シリコンを含む非晶質半導体膜、例えばＳｉ xＧｅ 1 - x（０＜Ｘ＜１）の形式で記載され
るシリコンとゲルマニウムの化合物から成る非晶質半導体膜を適用することも可能である
。また、ケミカル酸化膜１０４は、オゾン含有水処理により成膜しているが、過酸化水素
水による処理で成膜しても良い（図２－Ａ参照）。
【００３１】
次に、触媒元素溶液であるＮｉ水溶液をスピン塗布法により、非晶質シリコン膜１０３（
厳密にはケミカル酸化膜１０４）の全面に添加する。Ｎｉ水溶液のＮｉ濃度は、重量換算
で０．１～５０ｐｐｍ、より好ましくは１～３０ｐｐｍ程度の濃度範囲が好適である。本
実施形態では、Ｎｉ濃度が１０ｐｐｍのＮｉ水溶液をスピン塗布法により添加した。スピ
ン塗布の際、基板を回転して、余分なＮｉ水溶液を吹き飛ばして除去し、非晶質シリコン
膜１０３（厳密にはケミカル酸化膜１０４）の全面に極薄のＮｉ含有層１０５を成膜する
（図２－Ｂ参照）。
【００３２】
次に、専用の熱処理炉を使用して、窒素雰囲気中で非晶質シリコン膜１０３を熱処理する
。当該熱処理は、結晶化を助長する触媒元素の作用により、４５０～７５０℃の温度範囲
で熱処理することにより、結晶化が達成されるが、熱処理温度が低いと処理時間を長くし
なければならず、生産効率が低下するという一般的性質がある。また、６００℃以上の熱
処理は、基板として適用するガラス基板の耐熱性の問題が表面化してしまう。従って、ガ
ラス基板を使用する場合には、上記熱処理工程の温度は４５０～６００℃の範囲が妥当で
ある。また、実際の熱処理は、非晶質シリコン膜１０３の堆積方法によっても、好適な熱
処理条件が異なっており、例えば減圧ＣＶＤ法で堆積した場合は６００℃－１２時間程度
の熱処理が好適であり、プラズマＣＶＤ法で堆積した場合は５５０℃－４時間程度の熱処
理で十分なことが判っている。本実施形態に於いては、プラズマＣＶＤ法で膜厚５０ｎｍ
の非晶質シリコン膜１０３を堆積している為、５５０℃－４時間の熱処理を行うことによ
り結晶質シリコン膜１０６を成膜した。この様に、非晶質シリコン膜１０３の全面にＮｉ
水溶液を添加して熱処理する結晶成長法は、Ｎｉ元素を添加した非晶質シリコン膜１０３
の表面から縦方向（基板面に対し垂直方向）へ結晶成長が進行する為、発明者らにより縦
成長法と命名されている（図２－Ｂ参照）。
【００３３】
次に、得られた結晶質シリコン膜１０６の結晶性を改善させる為、結晶質シリコン膜１０
６に対しレーザー照射を行う。結晶質シリコン膜１０６は電熱炉による熱処理のみでは結
晶化が不完全な状態となっており、非晶質成分が不規則に残存している。此処では、結晶
化の不完全性を改善する目的で、結晶質シリコン膜１０６に対しパルス発振型のＫｒＦエ
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キシマレーザー（波長２４８ｎｍ）を適用している。このエキシマレーザーは紫外光を発
振する為、被レーザー照射領域に於いて、瞬間的に溶融固化が繰り返される。この為、被
レーザー照射領域に於いて、一種の非平衡状態が実現され、Ｎｉ元素が非常に移動し易い
状態となる。尚、このレーザー照射工程を省略することも可能であるが、当該レーザー照
射工程により、結晶性の改善の他に、後のゲッタリング工程の効率を向上させる効果も有
している為、当該レーザー照射工程は省略しない方が好ましい（図２－Ｂ参照）。
【００３４】
次に、得られた結晶質シリコン膜１０６の表面には、Ｎｉ含有層１０５等の汚染層が付い
ている為、希フッ酸で洗浄し、結晶質シリコン膜１０６の表面を清浄化する。その後、チ
ャネルドープの前処理として、所定時間のオゾン含有水処理により、結晶質シリコン膜１
０６の表面に５ｎｍ以下の極薄のシリコン酸化膜から成るケミカル酸化膜１０７を成膜す
る。尚、本実施形態に於いては、ケミカル酸化膜１０７をオゾン含有水処理により成膜し
ているが、過酸化水素水による処理で成膜しても良い。また、厳密なケミカル酸化膜では
ないけれど、酸素を含む雰囲気中で紫外線（ＵＶ）を照射することによっても、ケミカル
酸化膜と同様の作用を有する極薄のシリコン酸化膜を成膜することができる（図２－Ｃ参
照）。
【００３５】
また、チャネルドープ工程で使用されるイオンドーピング装置での水素イオン比率が低い
場合は、チャネルドープの前処理として、結晶質シリコン膜１０６表面のダングリングボ
ンドを酸素等のＳｉ－Ｈ結合（≦７１．５ kcal／ mol）より結合エネルギーの大きい元素
で終端させることも考えられる。
【００３６】
次に、結晶質シリコン膜１０６のｎチャネル型ＴＦＴに対応する領域を開口領域とする、
チャネルドープ用マスクとなるレジストパターン１０８を形成する。その後、イオンドー
ピング装置を使用して、前記レジストパターン１０８をマスクに、結晶質シリコン膜１０
６のｎチャネル型ＴＦＴに対応する領域にｐ型不純物であるＢ元素をドーピングし、チャ
ネルドープを行う。チャネルドープでは、ジボラン（ B2 H6）ガスを水素で希釈したイオン
ソースが使用されている。チャネルドープは、通常、ジボラン希釈率０．０１～１．０％
、加速電圧１～５０ｋＶ、イオン電流１０～５００ｎＡ、ドーズ量１×１０ 1 1～１×１０
1 4 atoms／ cm2のドーピング条件で処理される。尚、本実施形態に於いては、ジボラン希釈
率０．１％、加速電圧１５ｋＶ、イオン電流５０ｎＡ、ドーズ量４×１０ 1 3 atoms／ cm2の
チャネルドープ条件でドーピング処理した（図２－Ｃ参照）。
【００３７】
次に、チャネルドープのマスクとなったレジストパターン１０８を除去する。その後、通
常のフォトリソグラフィ処理とドライエッチング処理により、結晶質シリコン膜１０６を
パターン形成して、ｎチャネル型ＴＦＴに対応する半導体層１０９ｎとｐチャネル型ＴＦ
Ｔに対応する半導体層１０９ｐを形成する。此処で、前記半導体層１０９ｎ，１０９ｐの
表面には自然酸化膜（又はチャネルドープの前処理で成膜したケミカル酸化膜１０７）が
成膜されている為、希フッ酸処理により除去する。この様にして、結晶質シリコン膜１０
６から成る半導体層１０９ｎ，１０９ｐの表面を清浄化した後に、プラズマＣＶＤ法又は
減圧ＣＶＤ法により、膜厚１００ｎｍのシリコン酸化膜から成るゲート絶縁膜１１０を堆
積する（図２－Ｄ参照）。
【００３８】
次に、ゲート電極材料である導電性膜（膜厚４００ｎｍ）をスパッタ法又はＣＶＤ法によ
り堆積し、通常のフォトリソグラフィ処理とドライエッチング処理によりパターン形成し
、ｎチャネル型ＴＦＴに対応するゲート電極１１１ｎとｐチャネル型ＴＦＴに対応するゲ
ート電極１１１ｐを形成する。此処で適用されるゲート電極材料としては、後工程である
、半導体層１０９ｎ，１０９ｐにドーピングされる不純物イオンの活性化を兼ねたゲッタ
リング用の熱処理温度（５５０～６５０℃程度）に耐え得る耐熱性材料が好ましい。耐熱
性材料としては、例えばＴａ（タンタル），Ｍｏ（モリブデン），Ｔｉ（チタン），Ｗ（
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タングステン），Ｃｒ（クロム）等の高融点金属、及び高融点金属とシリコンの化合物で
ある金属シリサイド、及びｎ型又はｐ型の導電性を有する多結晶シリコン等が挙げられる
。尚、本実施形態では、膜厚４００ｎｍのＷ金属膜を適用している（図２－Ｅ参照）。
【００３９】
次に、ゲート電極１１１ｎ，１１１ｐをマスクに、イオンドーピング装置を使用して、ｎ
型不純物であるＰ元素をドーピングする。当該イオンドーピング処理は、加速電圧１０～
１００ｋＶ、ドーズ量１×１０ 1 4～１×１０ 1 6 atoms／ cm2の条件で処理される。尚、本実
施形態に於いては、加速電圧８０ｋＶ、ドーズ量１．７×１０ 1 5 atoms／ cm2の条件でドー
ピング処理した。当該イオンドーピング処理により、ｎチャネル型ＴＦＴに対応する半導
体層１０９ｎには、ソース領域及びドレイン領域として機能するｎ型の導電型を有する高
濃度不純物領域（ｎ＋領域）１１３ｎと、チャネル領域として機能する実質的に真性な領
域１１２ｎが形成される。また、ｐチャネル型ＴＦＴに対応する半導体層１０９ｐには、
ｎ型の導電型を有する高濃度不純物領域（ｎ＋領域）１１３ｐと、チャネル領域として機
能する実質的に真性な領域１１２ｐが形成されている（図２－Ｅ参照）。
【００４０】
次に、ｐチャネル型ＴＦＴに対応する半導体層１０９ｐの全域を開口領域とするレジスト
パターン１１４を形成する。その後、前記レジストパターン１１４及びｐチャネル型ＴＦ
Ｔに対応するゲート電極１１１ｐをマスクに、イオンドーピング装置を使用して、ｐ型不
純物であるＢ元素をドーピングする。当該イオンドーピング処理は、加速電圧１０～１０
０ｋＶ、ドーズ量２×１０ 1 4～５×１０ 1 6 atoms／ cm2の条件で処理される。尚、本実施形
態に於いては、加速電圧６０ｋＶ、ドーズ量２．５×１０ 1 5 atoms／ cm2の条件でドーピン
グ処理した。当該イオンドーピング処理により、ｐチャネル型ＴＦＴに対応するｎ型の高
濃度不純物領域１１３ｐの導電型が反転し、ソース領域及びドレイン領域として機能する
ｐ型の導電型を有する高濃度不純物領域（ｐ＋領域）１１５ｐが形成される（図３－Ａ参
照）。
【００４１】
次に、前記レジストパターン１１４を除去した後、膜厚１００～３００ｎｍの無機膜から
成る第１の層間絶縁膜１１６を堆積する。本実施形態では、膜厚１５０ｎｍのシリコン酸
窒化膜から成る第１の層間絶縁膜１１６をプラズマＣＶＤ法により堆積している。その後
、半導体層１０９ｎ，１０９ｐにドーピングされた不純物元素（ｎ型不純物とｐ型不純物
）の熱活性化の為、電熱炉により６００℃－１２時間の熱処理を行う。当該熱処理は不純
物元素の熱活性化処理の為に行うものであるが、チャネル領域として機能する実質的に真
性な領域１１２ｎ，１１２ｐに含まれる不要な触媒元素（Ｎｉ元素）のゲッタリング処理
も兼ねている。この方法で製造された結晶質シリコン膜を有するＴＦＴは、チャネル領域
の不要な触媒元素（Ｎｉ元素）がゲッタリングされることにより、高い電界効果移動度を
有しており、またオフ電流の低下等の良好な電気特性を有している。その後、半導体層１
０９ｎ，１０９ｐ表面のダングリングボンドを終端させる為、４１０℃－１時間の水素化
処理を水素３％含有の窒素雰囲気中で行う（図３－Ｂ参照）。
【００４２】
次に、前記第１の層間絶縁膜１１６の上に、膜厚１～３μ mの透明な有機膜から成る第２
の層間絶縁膜１１７を成膜する。本実施形態では、膜厚１．６μ mのアクリル樹脂膜から
成る第２の層間絶縁膜１１７を成膜している。その後、通常のフォトリソグラフィ処理と
ドライエッチング処理により、第２の層間絶縁膜１１７と前記第１の層間絶縁膜１１６、
更には前記第１の層間絶縁膜１１６の下層に存在するゲート絶縁膜１１０にコンタクトホ
ール１１８を形成する（図３－Ｃ参照）。
【００４３】
次に、導電性を有する膜厚２００～８００ｎｍの金属膜を堆積する。本実施形態では、５
０ｎｍ厚のＴｉ膜と５００ｎｍ厚のＡｌ－Ｔｉ合金膜の積層膜をスパッタ法により堆積す
る。その後、通常のフォトリソグラフィ処理とドライエッチング処理を行い、金属配線１
１９を形成する。当該金属配線１１９は、前記コンタクトホール１１８を介してｎチャネ
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ル型ＴＦＴに対応するソース領域及びドレイン領域１１３ｎ、及びｐチャネル型ＴＦＴに
対応するソース領域及びドレイン領域１１５ｐに各々接続されている（図３－Ｄ参照）。
【００４４】
以上の様に、触媒元素を利用した結晶質シリコン膜に対して、ケミカル酸化膜の成膜によ
るチャネルドープ前処理工程とチャネルドープを適用し、ＴＦＴを作製することが可能で
ある。チャネルドープの前処理にケミカル酸化膜の成膜工程を適用する理由は、チャネル
ドープ時の結晶質シリコン膜のエッチングを防止する効果がある為であるが、結晶質シリ
コン膜表面のダングリングボンドを酸素等のＳｉ－Ｈ結合（≦７１．５ kcal／ mol）より
結合エネルギーの大きい元素で終端させることでも、ケミカル酸化膜の成膜と同様のエッ
チング防止効果が期待される。尚、本実施形態では、触媒元素を利用した結晶質シリコン
膜に対して、ケミカル酸化膜の成膜によるチャネルドープ前処理工程とチャネルドープを
適用しているが、単なる熱処理のみ（触媒元素利用せず）により結晶化される通常の多結
晶シリコン膜に対しても、勿論適用可能である。
【００４５】
〔実施形態２〕
本実施形態は、非晶質シリコン膜に対してチャネルドープするＴＦＴ作製方法の例を図４
～５に基づき具体的に記載する。此処では、チャネルドープは、ｎチャネル型ＴＦＴに対
してのみ行うものとし、また、チャネルドープ後の非晶質シリコン膜結晶化工程は、触媒
元素を利用して結晶化する場合について記載する。尚、ゲート絶縁膜の堆積以降の工程（
実施形態１の図３に示す工程含む）については、基本的に実施形態１と同一である為、省
略する。
【００４６】
先ず、ガラス基板２０１上に膜厚１００ｎｍのシリコン酸窒化膜から成る下地膜２０２を
プラズマＣＶＤ法により堆積し、続けて膜厚１５～７０ｎｍ、より好ましくは膜厚３０～
６０ｎｍの非晶質シリコン膜２０３を堆積する。本実施形態では、膜厚５０ｎｍの非晶質
シリコン膜２０３をプラズマＣＶＤ法により堆積した。堆積の際、非晶質シリコン膜２０
３の表面には、空気中の酸素の影響により、自然酸化膜（図示せず）が付いている。尚、
本実施形態では、非晶質シリコン膜２０３を堆積したが、非晶質シリコン膜２０３以外に
も、シリコンを含む非晶質半導体膜、例えばＳｉ xＧｅ 1 - x（０＜Ｘ＜１）の形式で記載さ
れるシリコンとゲルマニウムの化合物から成る非晶質半導体膜を適用することも可能であ
る（図４－Ａ参照）。
【００４７】
次に、非晶質シリコン膜２０３の表面に付いている自然酸化膜（図示せず）を希フッ酸で
洗浄し、非晶質シリコン膜２０３の表面を清浄化する。その後、チャネルドープの前処理
として、所定時間のオゾン含有水処理により、非晶質シリコン膜２０３の表面に５ｎｍ以
下の極薄のシリコン酸化膜から成るケミカル酸化膜２０４を成膜する。尚、本実施形態に
於いては、ケミカル酸化膜２０４をオゾン含有水処理により成膜しているが、過酸化水素
水による処理で成膜しても良い。また、厳密なケミカル酸化膜ではないけれど、酸素を含
む雰囲気中で紫外線（ＵＶ）を照射することによっても、ケミカル酸化膜と同様の作用を
有する極薄のシリコン酸化膜を成膜することができる（図４－Ｂ参照）。
【００４８】
また、チャネルドープ工程で使用されるイオンドーピング装置での水素イオン比率が低い
場合は、チャネルドープの前処理として、非晶質シリコン膜２０３表面のダングリングボ
ンドを酸素等のＳｉ－Ｈ結合（≦７１．５ kcal／ mol）より結合エネルギーの大きい元素
で終端させることも考えられる。
【００４９】
次に、非晶質シリコン膜２０３のｎチャネル型ＴＦＴに対応する領域を開口領域とする、
チャネルドープ用マスクとなるレジストパターン２０５を形成する。その後、イオンドー
ピング装置を使用して、前記レジストパターン２０５をマスクに、非晶質シリコン膜２０
３のｎチャネル型ＴＦＴに対応する領域にｐ型不純物であるＢ元素をドーピングし、チャ
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ネルドープを行う。チャネルドープでは、ジボラン（ B2 H6）ガスを水素で希釈したイオン
ソースが使用されている。チャネルドープは、通常、ジボラン希釈率０．０１～１．０％
、加速電圧１～５０ｋＶ、イオン電流１０～５００ｎＡ、ドーズ量１×１０ 1 1～１×１０
1 4 atoms／ cm2のドーピング条件で処理される。尚、本実施形態に於いては、ジボラン希釈
率０．１％、加速電圧１５ｋＶ、イオン電流５０ｎＡ、ドーズ量４×１０ 1 3 atoms／ cm2の
チャネルドープ条件でドーピング処理した（図４－Ｂ参照）。
【００５０】
次に、チャネルドープのマスクとなったレジストパターン２０５を除去する。その後、非
晶質シリコン膜２０３の表面を清浄化する為、希フッ酸処理により洗浄する。その後、所
定時間のオゾン含有水処理により、非晶質シリコン膜２０３の表面に極薄のシリコン酸化
膜から成るケミカル酸化膜２０６を成膜する。このケミカル酸化膜２０６は、後にスピン
塗布法により添加される触媒元素溶液であるＮｉ水溶液の濡れ性改善を図る為に行われる
。尚、本実施形態に於いては、ケミカル酸化膜２０６は、オゾン含有水処理により成膜し
ているが、過酸化水素水による処理で成膜しても構わない（図４－Ｃ参照）。
【００５１】
次に、触媒元素溶液であるＮｉ水溶液をスピン塗布法により、非晶質シリコン膜２０３（
厳密にはケミカル酸化膜２０６）の全面に添加する。Ｎｉ水溶液のＮｉ濃度は、重量換算
で０．１～５０ｐｐｍ、より好ましくは１～３０ｐｐｍ程度の濃度範囲が好適である。本
実施形態では、Ｎｉ濃度が１０ｐｐｍのＮｉ水溶液をスピン塗布法により添加した。スピ
ン塗布の際、基板を回転して、余分なＮｉ水溶液を吹き飛ばして除去し、非晶質シリコン
膜２０３（厳密にはケミカル酸化膜２０６）の全面に極薄のＮｉ含有層２０７を成膜する
（図４－Ｃ参照）。
【００５２】
次に、専用の熱処理炉を使用して、窒素雰囲気中で非晶質シリコン膜２０３を熱処理する
。本実施形態に於いては、実施形態１と同様に、プラズマＣＶＤ法で膜厚５０ｎｍの非晶
質シリコン膜２０３を堆積している為、５５０℃－４時間の熱処理を行うことにより、縦
成長法により結晶質シリコン膜２０８を成膜した。その後、得られた結晶質シリコン膜２
０８の結晶性を改善させる為、結晶質シリコン膜２０８に対しレーザー照射を行う。当該
レーザー照射により、結晶質シリコン膜２０８の結晶性は大幅に改善されている。本実施
例では、パルス発振型のＫｒＦエキシマレーザー（波長２４８ｎｍ）を適用している。こ
のエキシマレーザーは結晶質シリコン膜２０８の結晶性の改善のみでなく、Ｎｉ元素が非
常に移動し易い状態となる為、ゲッタリング源によるゲッタリング効率の向上という作用
もある（図４－Ｃ参照）。
【００５３】
次に、通常のフォトリソグラフィ処理とドライエッチング処理により、結晶質シリコン膜
２０８をパターン形成して、ｎチャネル型ＴＦＴに対応する半導体層２０９ｎとｐチャネ
ル型ＴＦＴに対応する半導体層２０９ｐを形成する。その後、前記半導体層２０９ｎ，２
０９ｐの表面を清浄化する為、希フッ酸処理により洗浄する。半導体層２０９ｎ，２０９
ｐの表面を清浄化した後に、プラズマＣＶＤ法又は減圧ＣＶＤ法により、膜厚１００ｎｍ
のシリコン酸化膜から成るゲート絶縁膜２１０を堆積する。尚、これ以降のＴＦＴ作製工
程については、実施形態１と同じである為、省略する（図４－Ｄ参照）。
【００５４】
［ＴＦＴの電気特性評価］
実施形態２のＴＦＴ作製工程に基づき、ｎチャネル型ＴＦＴを実際に試作し、電気特性の
評価を行った。此処では、電気特性の評価結果について記載する。
【００５５】
図５はｎチャネル型ＴＦＴのＩ D－Ｖ G（電流－電圧）特性データーで、８個のｎチャネル
型ＴＦＴを半導体測定装置（４１５５Ｂ）で測定したものである。図５－Ａは極薄のシリ
コン酸化膜から成るケミカル酸化膜の成膜工程が有る場合のデーターで、図５－Ｂはケミ
カル酸化膜の成膜工程が無い場合のデーターである。尚、測定したｎチャネル型ＴＦＴの
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チャネル長（Ｌ）とチャネル幅（Ｗ）は、Ｌ＝７．３μ mとＷ＝２００μ mである。
【００５６】
図５から判る様に、ケミカル酸化膜成膜が有る場合には、Ｉ D－Ｖ G特性のｎチャネル型Ｔ
ＦＴ毎のばらつきが小さいのに対し、ケミカル酸化膜成膜が無い場合には、Ｉ D－Ｖ G特性
のばらつきが大きい結果が得られた。Ｉ D－Ｖ G特性ばらつきの原因としては、チャネルド
ープ時に非晶質シリコン膜が水素イオンでエッチングされ、非晶質シリコン膜の薄膜化が
進行し、コンタクト抵抗のばらつきが起こる為と考えられる。
【００５７】
上記のＩ D－Ｖ G特性評価結果より、極薄のシリコン酸化膜から成るケミカル酸化膜は、チ
ャネルドープの保護膜として全く問題のないことが認められた。
【００５８】
以上の様に、非晶質シリコン膜に対して、ケミカル酸化膜成膜によるチャネルドープ前処
理工程とチャネルドープを適用し、優れた電気特性を有するＴＦＴを作製することが可能
である。
【００５９】
【実施例】
〔実施例１〕
本実施例は、非晶質シリコン膜に対しケミカル酸化膜を成膜するチャネルドープ前処理工
程をアクティブマトリクス型液晶表示装置の製造工程に適用した例であり、図６～１０に
基づき具体的に記載する。また、チャネルドープ後の非晶質シリコン膜の結晶化工程は、
触媒元素を利用して結晶化する場合を記載する。
【００６０】
先ず、ガラス基板３０１上にプラズマＣＶＤ法により、各々組成比の異なる第１層目のシ
リコン酸窒化膜３０２ａを５０ｎｍと第２層目のシリコン酸窒化膜３０２ｂを１００ｎｍ
の膜厚で堆積し、下地膜３０２を堆積する。尚、此処で用いるガラス基板３０１としては
、石英ガラスまたはバリウムホウケイ酸ガラスまたはアルミノホウケイ酸ガラス等が有る
。次に前記下地膜３０２（３０２ａと３０２ｂ）上に、プラズマＣＶＤ法により、非晶質
シリコン膜３０３ａを５５ｎｍの膜厚で堆積する。堆積の際、非晶質シリコン膜３０３ａ
の表面は、処理雰囲気中に混入した空気中の酸素の影響により極薄の自然酸化膜（図示せ
ず）が付いている。尚、本実施例ではプラズマＣＶＤ法で非晶質シリコン膜３０３ａを堆
積しているが、減圧ＣＶＤ法で堆積しても構わない（図６－Ａ参照）。
【００６１】
また、非晶質シリコン膜３０３ａの堆積に於いては、空気中に存在する炭素，酸素及び窒
素が混入する可能性がある。これらの不純物ガスの混入は、最終的に得られるＴＦＴ特性
の劣化を引き起こすことが経験的に知られており、このことから前記不純物ガスの混入は
結晶化の阻害要因として作用すると本発明者らは認識している。従って、前記不純物ガス
の混入は徹底的に排除することが好ましく、具体的な濃度範囲としては、炭素及び窒素の
場合は共に５×１０ 1 7 atoms／ cm3以下とし、酸素の場合は１×１０ 1 8 atoms／ cm3以下とす
るのが好ましい（図６－Ａ参照）。
【００６２】
次に、非晶質シリコン膜３０３ａの表面に付いている自然酸化膜（図示せず）を希フッ酸
で洗浄し、非晶質シリコン膜３０３ａの表面を清浄化する。その後、チャネルドープの前
処理として、所定時間のオゾン含有水処理により、非晶質シリコン膜３０３ａの表面に５
ｎｍ以下の極薄のシリコン酸化膜から成るケミカル酸化膜３０４を成膜する。尚、本実施
例に於いては、ケミカル酸化膜３０４をオゾン含有水処理により成膜しているが、過酸化
水素水による処理で成膜しても良い。また、厳密なケミカル酸化膜ではないけれど、酸素
を含む雰囲気中で紫外線（ＵＶ）を照射することによっても、ケミカル酸化膜と同様の作
用を有する極薄のシリコン酸化膜を成膜することができる（図６－Ａ参照）。
【００６３】
また、チャネルドープ工程で使用されるイオンドーピング装置での水素イオン比率が低い
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場合は、チャネルドープの前処理として、非晶質シリコン膜３０３ａ表面のダングリング
ボンドを酸素等のＳｉ－Ｈ結合（≦７１．５ kcal／ mol）より結合エネルギーの大きい元
素で終端させることも考えられる。
【００６４】
次に、非晶質シリコン膜３０３ａのｎチャネル型ＴＦＴ４０１，４０３に対応する領域と
画素ＴＦＴ４０４に対応する領域を開口領域とする、チャネルドープ用マスクとなるレジ
ストパターン３０５～３０８を形成する。その後、イオンドーピング装置を使用して、前
記レジストパターン３０５～３０８をマスクにｐ型不純物であるＢ元素をドーピングし、
第１のイオンドーピング処理であるチャネルドープを行う。チャネルドープでは、ジボラ
ン（ B2 H6）ガスを水素で希釈したイオンソースが使用されている。チャネルドープは、通
常、ジボラン希釈率０．０１～１．０％、加速電圧１～５０ｋＶ、イオン電流１０～５０
０ｎＡ、ドーズ量１×１０ 1 1～１×１０ 1 4 atoms／ cm2のドーピング条件で処理される。尚
、本実施例に於いては、ジボラン希釈率０．１％、加速電圧１５ｋＶ、イオン電流５０ｎ
Ａ、ドーズ量４×１０ 1 3 atoms／ cm2のチャネルドープ条件でドーピング処理した（図６－
Ａ参照）。
【００６５】
次に、チャネルドープのマスクとなったレジストパターン３０５～３０８を除去する。そ
の後、非晶質シリコン膜３０３ａの表面を清浄化する為、希フッ酸処理により洗浄する。
その後、所定時間のオゾン含有水処理により、非晶質シリコン膜３０３ａの表面に極薄の
シリコン酸化膜から成るケミカル酸化膜（図示せず）を成膜する。このケミカル酸化膜（
図示せず）は、後にスピン塗布法により添加される触媒元素溶液であるＮｉ水溶液の濡れ
性改善を図る為に行われる。尚、本実施例に於いては、ケミカル酸化膜（図示せず）は、
オゾン含有水処理により成膜しているが、過酸化水素水による処理成膜しても構わない（
図６－Ｂ参照）。
【００６６】
次に、非晶質シリコン膜３０３ａの全面に、結晶化の助長作用を有する触媒元素溶液であ
るＮｉ水溶液を添加する。具体的には、Ｎｉ化合物であるニッケル酢酸塩を純水に溶解し
、重量換算で１０ｐｐｍの濃度に調整したＮｉ水溶液をスピン処理法により添加する（図
６－Ｂ参照）。
【００６７】
次に、非晶質シリコン膜３０３ａ中の含有水素量を５ atom％以下に制御する為、当該基板
を電熱炉内の窒素雰囲気中で４５０℃－１時間の条件で熱処理し、非晶質シリコン膜３０
３ａ中の含有水素の脱水素化処理を行う（図６－Ｂ参照）。
【００６８】
次に、電熱炉に於いて、５５０℃－４時間の条件で熱処理することにより、非晶質シリコ
ン膜３０３ａの結晶化を行い、結晶質シリコン膜３０３ｂを成膜する。その後、得られた
結晶質シリコン膜３０３ｂの結晶性を改善させる為、結晶質シリコン膜３０３ｂに対しレ
ーザー照射を行う。当該レーザー照射により、結晶質シリコン膜３０３ｂの結晶性は大幅
に改善される。本実施例では、パルス発振型のＫｒＦエキシマレーザー（波長２４８ｎｍ
）を適用している。このエキシマレーザーは結晶質シリコン膜３０３ｂの結晶性の改善の
みでなく、Ｎｉ元素が非常に移動し易い状態となる為、ゲッタリング源によるゲッタリン
グ効率の向上という作用も有している（図６－Ｂ参照）。
【００６９】
次に、通常のフォトリソグラフィ処理及びドライエッチング処理により、結晶質シリコン
膜３０３ｂをパターン形成し、ＴＦＴのチャネル領域及びソース領域及びドレイン領域と
成る半導体層３０９～３１３を形成する（図７－Ａ参照）。
【００７０】
次に、前記半導体層３０９～３１３を覆う様に、プラズマＣＶＤ法により膜厚１００ｎｍ
のシリコン酸窒化膜から成るゲート絶縁膜３１４を堆積する。尚、ゲート絶縁膜３１４の
堆積の際、半導体層３０９～３１３の表面を清浄化する為、希フッ酸処理により洗浄する
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。その後、ゲート絶縁膜３１４上にゲート電極材料である導電性膜をスパッタ法又はＣＶ
Ｄ法により堆積する。此処で適用されるゲート電極材料としては、後の不純物元素の活性
化を兼ねたゲッタリング用の熱処理温度（５５０～６５０℃程度）に耐え得る耐熱性材料
が好ましい。耐熱性材料としては、例えばＴａ（タンタル），Ｍｏ（モリブデン），Ｔｉ
（チタン），Ｗ（タングステン），Ｃｒ（クロム）等の高融点金属、及び高融点金属とシ
リコンの化合物である金属シリサイド、及びｎ型又はｐ型の導電型を有する多結晶シリコ
ン等が挙げられる。尚、本実施例では、膜厚４００ｎｍのＷ膜から成るゲート電極膜３１
５をスパッタ法により堆積した（図７－Ｂ参照）。
【００７１】
上記構造の基板上に、ゲート電極形成用のフォトリソグラフィ処理とドライエッチング処
理を行うことにより、ゲート電極３２２～３２５と保持容量用電極３２６とソース配線と
して機能する電極３２７を形成する。ドライエッチングの後、ゲート電極３２２～３２５
上にはドライエッチングのマスクであるレジストパターン３１６～３１９が残膜し、同様
に保持容量用電極３２６上にレジストパターン３２０とソース配線として機能する電極３
２７上にレジストパターン３２１が残膜している。尚、ドライエッチングに伴い、下地の
シリコン酸窒化膜から成るゲート絶縁膜３１４は膜減りにより、ゲート絶縁膜３２８の形
状に変形している（図８－Ａ参照）。
【００７２】
次に、レジストパターン３１６～３２１を残した状態で、ゲート電極３２２～３２５と保
持容量用電極３２６をマスクに、イオンドーピング装置を用いて、第２のイオンドーピン
グ処理である低濃度ｎ型不純物のドーピングを行う。当該イオンドーピング処理は、ｎ型
不純物であるＰ元素を用い、加速電圧１０～１００ｋＶ、ドーズ量３×１０ 1 2～３×１０
1 3 atoms／ cm2の条件で処理される。この第２のイオンドーピング処理により、ゲート電極
３２２～３２５と保持容量用電極３２６の外側に対応する半導体層３０９～３１３に、ｎ
型不純物の低濃度不純物領域（ｎ－領域）３３４～３３８が形成される。同時に、ゲート
電極３２２～３２５の真下には、ＴＦＴのチャネルとして機能する実質的に真性な領域３
２９～３３２が形成される。また、保持容量用電極３２６の真下の半導体層３１３には、
当該領域がＴＦＴ形成領域でなく、保持容量４０５の形成領域である為、容量形成用電極
の片側として機能する真性な領域３３３が形成される（図８－Ａ参照）。
【００７３】
次に、当該基板を専用の剥離液で洗浄することにより、ドライエッチングのマスクとなっ
たレジストパターン３１６～３２１を除去する。除去した後、駆動回路４０６に於けるｎ
チャネル型ＴＦＴ４０１，４０３と画素領域４０７に於ける画素ＴＦＴ４０４をＬＤＤ構
造にする為、当該領域に存在するゲート電極３２２，３２４～３２５を被覆する様に、第
３のイオンドーピング処理のマスクとなるｎ＋領域形成用のレジストパターン３３９～３
４１を形成する。そして、第３のイオンドーピング処理である高濃度ｎ型不純物のドーピ
ングを行う。当該イオンドーピング処理は、加速電圧１０～１００ｋＶ、ドーズ量１×１
０ 1 4～１×１０ 1 6 atoms／ cm2の条件でドーピング処理される。尚、本実施形態に於いては
、加速電圧８０ｋＶ、ドーズ量１．７×１０ 1 5 atoms／ cm2の条件でドーピング処理した。
当該イオンドーピング処理により、前記レジストパターン３３９～３４１の外側領域に対
応する半導体層３０９，３１１～３１２にｎ型不純物の高濃度不純物領域（ｎ＋領域）３
４２，３４４～３４５が形成される。この高濃度不純物領域（ｎ＋領域）３４２，３４４
～３４５の形成に伴い、既に形成した低濃度不純物領域（ｎ－領域）３３４，３３６～３
３７は、高濃度不純物領域（ｎ＋領域）３４２，３４４～３４５と低濃度不純物領域（ｎ
－領域）３４７～３４９に分離され、ＬＤＤ構造となるソース領域及びドレイン領域が形
成される（図８－Ｂ参照）。
【００７４】
この際、ＬＤＤ構造形成領域以外の領域である駆動回路４０６のｐチャネル型ＴＦＴ４０
２の領域と画素領域４０７の保持容量４０５の領域に於いては、ゲート電極３２３と保持
容量用電極３２６をマスクに各々イオンドーピングされる為、ゲート電極３２３の外側領
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域に対応する半導体層３１０にｎ型不純物の高濃度不純物領域（ｎ＋領域）３４３が形成
され、保持容量用電極３２６の外側領域に対応する半導体層３１３にもｎ型不純物の高濃
度不純物領域（ｎ＋領域）３４６が形成されている（図８－Ｂ参照）。
【００７５】
次に、通常のフォトリソグラフィ処理により、ｐチャネル型ＴＦＴ４０２に対応する半導
体層３１０の領域と保持容量４０５に対応する半導体層３１３の領域を開口領域とするレ
ジストパターン３５０～３５２を形成する。その後、前記レジストパターン３５０～３５
２をマスクに、イオンドーピング装置を用いて、第４のイオンドーピング処理である高濃
度ｐ型不純物のドーピングを行う。当該イオンドーピング処理により、ｐチャネル型ＴＦ
Ｔ４０２に対応する半導体層３１０には、ゲート電極３２３をマスクにｐ型不純物である
Ｂ元素がイオン注入される。この結果、ゲート電極３２３の外側領域に対応する半導体層
３１０に、ｐ型の導電型を有する高濃度不純物領域（ｐ＋領域）３５３が形成される。前
記高濃度不純物領域（ｐ＋領域）３５３には、既にｎ型不純物であるＰ元素がドーピング
されているが、Ｂ元素のドーズ量が２．５×１０ 1 5 atoms／ cm2となる様に高濃度にドーピ
ングされる為、ｐ型の導電型を有し、ソース領域及びドレイン領域として機能する高濃度
不純物領域（ｐ＋領域）３５３が形成される。また、保持容量４０５の形成領域に於いて
も、保持容量用電極３２６の外側領域に対応する半導体層３１３にｐ型の導電型を有する
高濃度不純物領域（ｐ＋領域）３５４が同様に形成される（図９－Ａ参照）。
【００７６】
次に、前記レジストパターン３５０～３５２を除去した後、膜厚１５０ｎｍのシリコン酸
窒化膜から成る第１の層間絶縁膜３５５をプラズマＣＶＤ法により堆積する。その後、半
導体層３０９～３１３にドーピングされた不純物イオン（Ｐ元素とＢ元素）の熱活性化の
為、電熱炉に於いて、６００℃－１２時間の熱処理を行う。当該熱処理は不純物イオンの
熱活性化処理の為に行うものであるが、チャネル領域として機能する実質的に真性な領域
３２９～３３２及び容量形成用電極の片側として機能する真性な領域３３３に存在するＮ
ｉ元素を前記不純物イオンによりゲッタリングする目的も兼ねている。尚、前記熱活性化
処理を第１の層間絶縁膜３５５の堆積前に行っても良いが、ゲート電極等の配線材料の耐
熱性が弱い場合は、第１の層間絶縁膜３５５の堆積後に行う方が好ましい。その後、半導
体層３０９～３１３のダングリングボンドを終端させる為、４１０℃－１時間の水素化処
理を水素３％含有の窒素雰囲気中で行う（図９－Ｂ参照）。
【００７７】
次に、前記第１の層間絶縁膜３５５の上に、膜厚１．６μ mのアクリル樹脂膜から成る第
２の層間絶縁膜３５６を成膜する。その後、通常のフォトリソグラフィ処理とドライエッ
チング処理により、第２の層間絶縁膜３５６と第１の層間絶縁膜３５５、更に下層膜であ
るゲート絶縁膜３２８を貫通する様に、コンタクトホールを形成する。この際、コンタク
トホールは、ソース配線として機能する電極３２７及び高濃度不純物領域３４２，３４４
～３４５，３５３～３５４と接続する様に形成される（図１０－Ａ参照）。
【００７８】
次に、駆動回路４０６の高濃度不純物領域３４２，３４４，３５３と電気的に接続する様
に、導電性の金属配線３５７～３６２を形成する。また、画素領域４０７の接続電極３６
３，３６５～３６６とゲート配線３６４を同じ導電性材料で形成する。本実施例では、金
属配線３５７～３６２、接続電極３６３，３６５～３６６及びゲート配線３６４の構成材
料として、膜厚５０ｎｍのＴｉ膜と膜厚５００ｎｍのＡｌ－Ｔｉ合金膜の積層膜を適用し
ている。そして、接続電極３６３は、不純物領域３４５とソース配線として機能する電極
３２７とを電気的に接続する様に形成されている。接続電極３６５は、画素ＴＦＴ４０４
の不純物領域３４５と電気的に接続する様に形成されており、接続電極３６６は保持容量
４０５の不純物領域３５４と電気的に接続する様に形成されている。また、ゲート配線３
６４は、画素ＴＦＴ４０４の複数のゲート電極３２５を電気的に接続する様に形成されて
いる。その後、膜厚８０～１２０ｎｍのＩＴＯ（ Indium-Ti-Oxide）等の透明導電膜を堆
積した後、フォトリソグラフィ処理とエッチング処理により、画素電極３６７を形成する

10

20

30

40

50

(17) JP 3942902 B2 2007.7.11



。画素電極３６７は、接続電極３６５を介して、画素ＴＦＴ４０４のソース領域及びドレ
イン領域である不純物領域３４５と電気的に接続されており、更に接続電極３６６を介し
て、保持容量４０５の不純物領域３５４とも電気的に接続されている（図１０－Ｂ参照）
。
【００７９】
以上の様に、ＬＤＤ構造のｎチャネル型ＴＦＴとシングルドレイン構造のｐチャネル型Ｔ
ＦＴを有するアクティブマトリクス型液晶表示装置の製造工程に、ケミカル酸化膜成膜に
よるチャネルドープ前処理工程を適用することが可能である。尚、チャネルドープ前処理
工程に於けるケミカル酸化膜の適用は、チャネルドープ工程での処理能力の増強及び生産
原価の低減に有利である。
【００８０】
〔実施例２〕
本発明は、ＴＦＴで回路構成される半導体装置の作製方法に関するものであり、様々なア
クティブマトリクス型の半導体表示装置、例えば液晶表示装置及びＥＬ表示装置の製造に
本発明を適用することが可能である。従って、本発明は、様々な分野のアクティブマトリ
クス型の半導体表示装置（液晶表示装置及びＥＬ表示装置）を組み込んだ電子機器の製造
）に適用可能であり、此処では電子機器の具体例を図１１～１３に基づき記載する。尚、
電子機器としては、ビデオカメラとデジタルカメラとプロジェクター（リア型またはフロ
ント型）とヘッドマウントディスプレイ（ゴーグル型ディスプレイ）とゲーム機とカーナ
ビゲーションとパーソナルコンピュータと携帯情報端末（モバイルコンピュータ，携帯電
話，電子書籍等）等が挙げられる。
【００８１】
図１１－Ａは、本体１００１と映像入力部１００２と表示装置１００３とキーボード１０
０４で構成されたパーソナルコンピューターである。本発明を表示装置１００３及び他の
回路に適用することができる。
【００８２】
図１１－Ｂはビデオカメラであり、本体１１０１と表示装置１１０２と音声入力部１１０
３と操作スイッチ１１０４とバッテリー１１０５と受像部１１０６で構成される。本発明
を表示装置１１０２及び他の回路に適用することができる。
【００８３】
図１１－Ｃはモバイルコンピュータ（モービルコンピュータ）であり、本体１２０１とカ
メラ部１２０２と受像部１２０３と操作スイッチ１２０４と表示装置１２０５で構成され
る。本発明を表示装置１２０５及び他の回路に適用することができる。
【００８４】
図１１－Ｄはゴーグル型ディスプレイであり、本体１３０１と表示装置１３０２とアーム
部１３０３で構成される。本発明を表示装置１３０２及び他の回路に適用することができ
る。
【００８５】
図１１－Ｅはプログラムを記録した記録媒体（以下、記録媒体と略記）に用いるプレーヤ
ーであり、本体１４０１と表示装置１４０２とスピーカー部１４０３と記録媒体１４０４
と操作スイッチ１４０５で構成される。尚、この装置は記録媒体としてＤＶＤ及びＣＤ等
が用いられ、音楽鑑賞またはゲームまたはインターネットに利用可能である。本発明を表
示装置１４０２及び他の回路に適用することができる。
【００８６】
図１１－Ｆは携帯電話であり、表示用パネル１５０１と操作用パネル１５０２と接続部１
５０３と表示部１５０４と音声出力部１５０５と操作キー１５０６と電源スイッチ１５０
７と音声入力部１５０８とアンテナ１５０９で構成される。表示用パネル１５０１と操作
用パネル１５０２は、接続部１５０３で接続されている。表示用パネル１５０１の表示部
１５０４が設置されている面と操作用パネル１５０２の操作キー１５０６が設置されてい
る面との角度θは、接続部１５０３に於いて任意に変えることができる。本発明を表示部
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１５０４に適用することができる。
【００８７】
図１２－Ａはフロント型プロジェクターであり、光源光学系及び表示装置１６０１とスク
リーン１６０２で構成される。本発明を表示装置１６０１及び他の回路に適用することが
できる。
【００８８】
図１２－Ｂはリア型プロジェクターであり、本体１７０１と光源光学系及び表示装置１７
０２とミラー１７０３～１７０４とスクリーン１７０５で構成される。本発明を表示装置
１７０２及び他の回路に適用することができる。
【００８９】
尚、図１２－Ｃは、図１２－Ａの光源光学系及び表示装置１６０１と図１２－Ｂの光源光
学系及び表示装置１７０２に於ける構造の一例を示した図である。光源光学系及び表示装
置１６０１，１７０２は、光源光学系１８０１とミラー１８０２，１８０４～１８０６と
ダイクロイックミラー１８０３と光学系１８０７と表示装置１８０８と位相差板１８０９
と投射光学系１８１０で構成される。投射光学系１８１０は、投射レンズを備えた複数の
光学レンズで構成される。この構成は、表示装置１８０８を３個使用している為、三板式
と呼ばれている。また同図の矢印で示した光路に於いて、実施者は光学レンズ及び偏光機
能を有するフィルムまたは位相差を調整する為のフィルムまたはＩＲフィルム等を適宜に
設けても良い。
【００９０】
図１２－Ｄは、図１２－Ｃに於ける光源光学系１８０１の構造の一例を示した図である。
本実施例に於いては、光源光学系１８０１はリフレクター１８１１と光源１８１２とレン
ズアレイ１８１３～１８１４と偏光変換素子１８１５と集光レンズ１８１６で構成される
。尚、同図に示した光源光学系は一例であり、この構成に限定されない。例えば、実施者
は光源光学系に光学レンズ及び偏光機能を有するフィルムまたは位相差を調整するフィル
ムまたはＩＲフィルム等を適宜に設けても良い。
【００９１】
次の図１３－Ａは、単板式の例を示したものである。同図に示した光源光学系及び表示装
置は、光源光学系１９０１と表示装置１９０２と投射光学系１９０３と位相差板１９０４
で構成される。投射光学系１９０３は、投射レンズを備えた複数の光学レンズで構成され
る。同図に示した光源光学系及び表示装置は図１２－Ａと図１２－Ｂに於ける光源光学系
及び表示装置１６０１，１７０２に適用できる。また光源光学系１９０１は図１２－Ｄに
示した光源光学系を用いれば良い。尚、表示装置１９０２にはカラーフィルター（図示し
ない）が設けられており、表示映像をカラー化している。
【００９２】
図１３－Ｂに示した光源光学系及び表示装置は、図１３－Ａの応用例であり、カラーフィ
ルターを設ける代わりに、ＲＧＢの回転カラーフィルター円板１９０５を用いて表示映像
をカラー化している。同図に示した光源光学系及び表示装置は図１２－Ａと図１２－Ｂに
於ける光源光学系及び表示装置１６０１，１７０２に適用できる。
【００９３】
図１３－Ｃに示した光源光学系及び表示装置は、カラーフィルターレス単板式と呼ばれて
いる。この方式は、表示装置１９１６にマイクロレンズアレイ１９１５を設け、ダイクロ
イックミラー（緑）１９１２とダイクロイックミラー（赤）１９１３とダイクロイックミ
ラー（青）１９１４を用いて表示映像をカラー化している。投射光学系１９１７は、投射
レンズを備えた複数の光学レンズで構成される。同図に示した光源光学系及び表示装置は
、図１２－Ａと図１２－Ｂに於ける光源光学系及び表示装置１６０１，１７０２に適用で
きる。また光源光学系１９１１としては、光源の他に結合レンズ及びコリメーターレンズ
を用いた光学系を用いれば良い。
【００９４】
以上の様に、本発明の半導体装置の作製方法は、その適用範囲が極めて広く、本発明は様
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々な分野のアクティブマトリクス型の液晶表示装置及びＥＬ表示装置を組み込んだ電子機
器に適用可能である。
【００９５】
【発明の効果】
本発明は、ＴＦＴで回路構成される半導体装置の作製方法に関し、特にＴＦＴ活性層等の
シリコン系半導体膜へ不純物イオンをドーピングする際の前処理に関するもので、以下の
効果を有している。
【００９６】
（効果１）イオンドーピング工程の前処理として、ケミカル酸化膜成膜等の簡便な前処理
工程を適用することにより、イオンドーピング工程全体のスループットの向上に有効であ
る。
（効果２）イオンドーピング工程の前処理に高価格なプラズマＣＶＤ装置や減圧ＣＶＤ装
置が不要となる為、生産原価の低減に有効である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　非晶質シリコン残膜厚のドーズ量依存性を示す実験データーである。
【図２】　ＴＦＴの作製工程を示す断面図である。
【図３】　ＴＦＴの作製工程を示す断面図である。
【図４】　ＴＦＴの作製工程を示す断面図である。
【図５】　ｎチャネル型ＴＦＴのＩ D－Ｖ G（電流－電圧）特性データーである。
【図６】　アクティブマトリクス型液晶表示装置の製造工程を示す断面図である。
【図７】　アクティブマトリクス型液晶表示装置の製造工程を示す断面図である。
【図８】　アクティブマトリクス型液晶表示装置の製造工程を示す断面図である。
【図９】　アクティブマトリクス型液晶表示装置の製造工程を示す断面図である。
【図１０】アクティブマトリクス型液晶表示装置の製造工程を示す断面図である。
【図１１】半導体表示装置を組み込んだ電子機器の例を示す装置概略図である。
【図１２】半導体表示装置を組み込んだ電子機器の例を示す装置概略図である。
【図１３】半導体表示装置を組み込んだ電子機器の例を示す装置概略図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

(24) JP 3942902 B2 2007.7.11


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings

